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はじめに 

（１）建築物の耐震化の必要性 

① 阪神・淡路大震災の教訓 

 平成7年1月の阪神・淡路大震災では、全体で6,434人の尊い命が奪われましたが、

このうち地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの約9割の4,831人が

建築物の倒壊等によるものでした。 

 このような甚大な被害が生じたのは、倒壊した建築物の多くが昭和56年以前に建築

されたものであり、昭和56年6月から施行されている改正建築基準法に適合しないも

のであったことが、その要因とされています。 

② 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正 

 このことを受けて、平成7年12月に建築物の地震に対する安全性の向上を目的とし

た「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が

施行されました。 

 平成17年9月に国の中央防災会議で決定された建築物の耐震化緊急対策方針におい

て、建築物の耐震改修は、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」に

位置づけられるとともに、同年11月に耐震改修促進法の改正が行われ、平成18年1月

から施行されました。この改正により、原則として、平成19年度までに市町は、耐震

改修促進計画を策定することとされました。 

 平成23年3月に発生した東日本大震災後の平成25年5月に二度目の耐震改修促進法

の改正が行われ、同年11月に施行されました。この改正により、病院・店舗・旅館等

の不特定多数の者が利用する大規模建築物、道路に倒壊した際に多数の者の避難を困

難とする建築物などについて、耐震診断を行い報告することを義務付け、その結果を

公表することが規定されました。 

③ 耐震化の必要性 
 平成28年4月には熊本地震、平成30年6月には大阪北部地震、そして、令和6年1月に

は令和6年能登半島地震が発生しています。令和6年能登半島地震では、震度7又は震

度6強以上の地震動が多数観測され、特に旧耐震基準の木造建築物の倒壊等の割合が

顕著に高く、数多くの建築物に甚大な被害をもたらしています。 

今後も、大地震発生の可能性が懸念される中、早急に建築物の耐震化を図ることが

必要であり、所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組んでいただくこ

とが重要です。 
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（２）計画の位置付け 

 福井市建築物耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、福井市（以下「本

市」という。）が大規模地震の発生による人的及び経済的被害の軽減を目的として、

本市内における建築物の耐震診断及び耐震改修などの耐震化を促進するために、平成

19年度に策定しました。 

 今回の改定にあたっては、「福井市総合計画」、「福井市国土強靱化地域計画」、

「福井市地域防災計画」及び「福井市都市計画マスタープラン」などの上位計画と整

合を図りながら、建物の耐震化率の目標や耐震化を促進する施策などの内容を提示し

ています。 

 

（３）計画改定の経緯 

 本市の耐震化の状況は、経済状況の悪化等の社会情勢の変化から着工件数が落ち込

み、平成19年度に策定した本計画の取組だけでは耐震化の大きな進捗を期待すること

ができず、新たな取組や手法の検討が必要となっています。 

 このため、平成24年度には、これまでの取組の検証を行い、課題に対する取組を強

化するため、出前講座や木造住宅耐震改修の現場見学会の実施など、普及啓発活動等

について一部改定を行いました。 

 平成27年度には、改正耐震改修促進法が平成25年11月の施行に伴い、新たに規定さ

れた内容を本計画に反映する必要があること、国が告示のなかで令和2年度の耐震化

率の目標値を示したこと、福井県建築物耐震改修促進計画（以下「県計画」という。）

の期間が令和2年度まで延長され目標値が示されたことから、本計画の一部改定を行

い、計画期間を令和2年度まで延長しました。 

 その後も課題に対する取組を強化するため、平成28年度には、緊急耐震重点区域に

おける建築物の耐震化の促進について、令和元年度には、ブロック塀等の安全対策の

推進について一部改定を行いました。 

 令和2年度には、国が今後の耐震化目標のあり方を示したこと、県計画の計画期間

が令和7年度まで5年間延長され新たな目標値が示されたことを受け、本計画について

もこれまでの内容を検証した上で一部改定を行い、計画期間を令和7年度まで延長し

ました。 

 今般、令和7年度には、国の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基

本的な方針（以下「国の基本方針」という。）により、現状と大規模地震における切

迫性を視点に、今後の耐震化の目標が示され、これを踏まえて県計画では、計画期間

を令和17年度まで延長し、新たな目標を定めることとなりました。 

 本計画においても、計画期間を令和17年度まで延長し、「住宅」及び「多数の者が

利用する特定建築物」の耐震化率の新たな目標や、啓発等の取組等を定めます。 
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改定の主な概要 

以下のとおり検証と改定を行いました。 

●住宅及び多数の者が利用する特定建築物の令和7年度の耐震化率を検証 

●計画期間延長に伴う新たな耐震化率目標値の設定 

●耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の追加 

 

 

 

 
► 図／福井市建築物耐震改修促進計画の位置づけ 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定のまとめ 

（１）大規模地震が発生した場合に想定される被害の状況 

● 福井平野東縁断層帯 (マグニチュード7.6）による地震が発生した場合に想定される

市内の被害状況 

 

死者数 
「冬（ 5 時）」      ‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1,012 人 

「秋（15 時）」      ‥‥‥‥‥‥‥‥‥     776 人 

全壊 木造建築物（積雪あり）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  14,808 棟 

木造建築物（積雪なし）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13,164 棟 

出典：｢福井県地震被害予測調査報告書｣（平成24年3月） 

⇒ 被害を軽減するため、建築物の耐震化が必要 

 

 

（２）耐震化の現状及び目標設定と方針 

● 住 宅             …耐震化率の目標 ：概ね解消（令和17年度） 

● 多数の者が利用する特定建築物  …耐震化率の目標 ：目標設定は行わないが 

引き続き促進を図っていく 
► 建築物の用途・分類毎の耐震化率の現状と目標 

建築物の用途・分類 
H18 年度 

(推計) 

H27 年度 

(推計) 

R2 年度 

(推計) 

R7 年度 

(推計) 

R17 年度 

(目標) 

住宅 59.8％ 79.9％ 85.4％ 90.2％ 
概ね 

解消 

多数の者が利用する特定建築物 

（法第 6 条第 1 号） 
75.7％ 85.8％ 91.6％ 94.7％ 

 

 

災害時の拠点 

となる建築物 

県庁、市役所、警察署、消防署、

幼稚園、小・中学校、高校、病院、

診療所、高齢者福祉施設、障害者

福祉施設、 児童福祉施設、体育

館等 

65.7％ 91.1％ 97.7％ 98.6％ 

不特定多数の者

が利用する建築

物 

百貨店、飲食店、ホテル・旅館、

映画館、遊技場、美術館、博物館、

銀行等 

77.3％ 82.4％ 89.9％ 96.8％ 

特定多数の者が 

利用する建築物 

賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄

宿舎、下宿、事務所、工場等 
81.0％ 83.6％ 88.6％ 91.6％ 

                                    注：福井市集計データ 

（３）市有建築物の耐震化の現状と方針 

● 災害時の拠点となる建築物と子どもたちが多くの時間を過ごす教育施設等の耐震化を優先

的に進め、その他の市有建築物も計画的に耐震化 

⇒ 行政改革による建築物の統廃合、少子化や人口減少などの社会情勢の変化に応じた建築物

の機能集約に伴う使用形態の見直しに即した耐震化 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策のまとめ 

（１）耐震診断及び耐震改修等に係る基本的な取組方針 

● 建築物の耐震化を促進するためには、所有者等が、地域防災対策を自らの問題、 

 地域の問題と意識して取り組むことが不可欠 

● 市は、市内に存する建築物の耐震化の現状を踏まえ、所有者等が耐震診断及び耐震改

修を行いやすい環境を県と連携し整備 

（２）耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 
 

► 住宅・特定建築物に係る耐震診断・耐震改修に対する支援制度  

種 別 支援制度名称 概 要 事業元 問合せ先 

住

宅 

耐震診断 
木造住宅耐震診断

等促進事業 

木造住宅の耐震診断・補強プラン作成の

支援 

国 

県 

市 

市・建築指導課 

20-5574 

耐震改修

等 

木造住宅耐震改修

促進等事業 
木造住宅の耐震改修等への補助 

国 

県 

市 

市・建築指導課 

20-5574 

危険ブロック塀除

却事業 
ブロック塀の除却等への補助 

国 

県 

市 

市・建築指導課 

20-5574 

特

定

建

築

物 

耐震診断 

・ 

耐震改修 

住宅・建築物安全

ストック形成事業 

旧耐震基準により建築された私立学校、

幼稚園、社会福祉施設、障害者施設、保

育所の耐震診断に補助 

国 

県 

県・建築住宅課 

20-0506 

耐震対策緊急促進

事業 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震改

修に補助 
国 

耐震対策緊急促

進事業実施支援

室 03-6803-6293 

公立学校施設整備

費地震補強事業 

旧耐震基準により建築された耐震性の

劣る公立小・中学校及び特別支援学校の

耐震改修に補助 

国 
県・教育政策課 

20-0557 

私立高等学校教育

施設整備事業 

旧耐震基準により建築された耐震性の

劣る私立高等学校の耐震改修に補助 

国 

県 

県・大学私学課 

20-0248 

私立学校耐震化促

進事業 
私立学校の耐震化の促進に補助 

国 

県 

県・大学私学課 

20-0248 

私立幼稚園施設整

備費補助金 
私立幼稚園の耐震化の促進に補助 

国 

県 

県・児童家庭課 

20-0342 

社会福祉施設 

整備事業 

旧耐震基準により建築された耐震性の

劣る社会福祉施設の耐震改修に補助 

国 

県 

県・障がい福祉課 

20-0338 

私立教育・保育施

設等整備事業補助

金 

一定年数を経過して使用に耐えられな

くなり、改修が必要となった保育所 、

認定こども園の改築及び改修に補助 

国 

市 

市・こども保育課 

20-5270 

医療提供体制施設

整備交付金 

旧耐震基準により建築された耐震性の

劣る災害拠点病院、二次救急医療機関

（病院）、精神科病院等の耐震改修、新

築及び改築に補助 

国 
県・地域医療課 

20-0345 

 

※ その他、住宅・建築物の耐震化を行った場合、所得税や固定資産税などの軽減措置があります。
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（３）地震時に通行を確保すべき道路の指定及び沿道建築物の耐震化 

● 緊急輸送道路を円滑かつ確実に実施するため、市又は県が指定した緊急輸送道路沿道

の建築物について、倒壊により道路を閉塞するおそれのある建築物の耐震化を促進 

（４）安心して耐震改修を行うことができる環境の整備  

● 木造住宅の耐震診断を推進するための体制整備 

・（一社）福井県建築士事務所協会及び県と連携して、耐震診断を円滑に推進 

・ 地震からのリスクを低減するための方策や所有者負担を減らす工夫などの取組を

実施 

（５）地震時の総合的な安全対策  

● 建築物に係る二次的被害発生防止への対応 

・ 屋根瓦や外装タイル等の落下、大空間建築物の天井崩落、ブロック塀の倒壊等へ

の対策指導 

・ 重点的に安全対策を実施すべき避難路として福井市が設置する小・中学校への通

学路を位置づけ、通学路沿道にある危険ブロック塀の安全対策への支援 

● 建築設備の安全対策の推進 

・ エレベーターの閉じ込め防止対策、建築設備の耐震対策等の普及啓発 

● 地震発生時の二次的被害発生防止に関する支援体制の整備 

・ 県と連携し、応急危険度判定を行う技術者を養成、福井県被災建築物応急危険度

判定士※として登録 

・ 福井県被災建築物応急危険度判定協議会による体制整備と応急危険度判定の円滑

な実施 

※令和元年5月1日より福井県建築物応急危険度判定士に名称変更 

● 地震に伴う宅地被害の軽減対策 

・ がけ地近接等危険住宅移転事業を活用して、敷地の安全対策を推進 
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第３章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及のまとめ 

（１）想定地震における震度分布図等の情報提供 

● 福井地震を想定した震度分布図等を活用した地震に対する安全性の向上に関する知

識の普及 

（２）相談体制の整備・情報の充実 

● 市の窓口又は建築関係団体等で、耐震診断及び耐震改修に関する相談に対応 

（３）パンフレット等の作成とその活用 

● 市が作成した各種パンフレット等の配付などを行い、市民に対する情報提供を実施 

 
► パンフレット等の一覧 

区分 名称 内容 

市 

木造住宅耐震診断パンフレット 耐震診断の普及啓発 

木造住宅耐震改修パンフレット 耐震改修の普及啓発 

耐震改修促進計画パンフレット 耐震改修の普及啓発 

危険ブロック塀除却パンフレット 危険ブロック塀除却等の普及啓発 

県 

木造住宅耐震化普及啓発パンフレット 耐震診断・改修の普及啓発 

耐震改修工事中のぼり旗 耐震改修工事の普及啓発 

木造住宅耐震診断・改修啓発パネル 耐震診断・改修の普及啓発 

教育教材模型 木造住宅耐震化の普及啓発 

広報動画 動画で耐震化を啓発 

 

（４）リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

● 建築関係団体と連携し、リフォーム相談等を活用し、リフォームや省エネ改修、バリ

アフリー改修にあわせた耐震改修の重要性を啓発 

（５）住民啓発活動 

● 市内のイベント、市政出前講座において、耐震化に係る情報提供を実施 

● 市民に対する木造住宅耐震改修の現場見学会を実施 

● 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムとして、戸別訪問等による耐震化の広報活

動を行うとともに、訪問戸数や耐震診断、耐震改修の支援実績をホームページにて公表 
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第４章 耐震改修促進法及び建築基準法による指導等に関する事項のまとめ 

（１）県と市が連携した指導等の実施 

● 建築指導行政を所管する市と県は、旧耐震基準により建築された耐震性が不十分であ

る特定建築物の所有者等に対し、耐震改修促進法及び建築基準法に基づく指導等を実施 

● 優先的に指導等を実施すべき特定建築物に対し、個別訪問指導や耐震改修促進法に基

づく指導・助言を実施 

 
► 指導等の概要と根拠法令 

段階 区分 概要 根拠法令 

1 
指 導 

助 言 

所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の必要性を説明し、速

やかな耐震診断の実施を促し、耐震化を図るよう指導・助言

を行います。 

耐震改修 

促進法 2 指 示 

相当の猶予期限を越えても、正当な理由なしに必要な耐震診

断や耐震改修が行われない場合、速やかに耐震診断を実施し、

耐震化を図るよう指示します。 

3 公 表 
相当の猶予期限を越えても、正当な理由なしに指示に従わな

かった場合、建築物所有者の名称を公表します。 

4 勧 告 

相当の猶予期限を越えても、正当な理由なしに指示に従わず、

そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれが認めら

れる場合、相当の猶予期間を付け、耐震化を図るために必要

な措置を講ずるよう勧告します。 

建築基準法 

5 命 令 

相当の猶予期間を超えても、正当な理由なしに勧告に係る措

置を講じなかった場合、相当の猶予期間を付け、勧告に係る

措置を講ずるよう命令します。ただし、明らかに著しく保安

上危険であると認められる場合、指示・勧告を行うことなし

に、速やかに命令します。 

（２）優先的に指導等を実施すべき特定建築物の選定 

● 地震時の人的・経済的被害の軽減を目的に、旧耐震基準により建築された耐震性が 

不十分である特定建築物のうち、優先的に指導すべき特定建築物を選定 

 
► 優先的に指導等を実施すべき建築物 

優先順位 特定建築物の概要 

1 
市及び県の庁舎、警察署、消防署、小・中学校及び病院等、災害時の拠点となる特定建築

物、子どもたちが多くの時間を過ごす教育施設等 

2 百貨店、飲食店、ホテル、映画館及び博物館等、不特定多数の者が利用する特定建築物 

3 
市又は県の促進計画に記載された道路の沿道で地震時に倒壊することにより道路を閉塞す

るおそれがある特定建築物 

 

（３）改正耐震改修促進法における耐震診断義務化及び公表等について 

● 要安全確認計画記載建築物の耐震化促進 

・  要安全確認計画記載建築物の耐震化に向けた支援制度を設け、耐震化を促進 
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第５章 その他の耐震診断及び耐震改修の促進に関しての必要な事項 

（１）（一社）福井県建築士事務所協会との連携 

● （一社）福井県建築士事務所協会と連携し、木造住宅の耐震化を促進 

（２）計画の検証 

● 住宅及び特定建築物の進捗の確認に努め、着実に建築物の耐震化を推進 
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